
 

なごや子ども・子育て支援協議会 第４回総合計画策定部会 

 
日時：令和６年５月１４日（火）午前１０時００分 

 場所：市役所西庁舎１２階 １２Ｅ会議室    

  
 
 
 

１ 子どもに関する総合計画の策定に向けた考え方（答申案）について 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
資料１ 子どもに関する総合計画の策定に向けた考え方（答申案） 
資料２ 施策体系の組み替えについて 
資料３ 次期子どもに関する総合計画策定にかかる検討資料 
資料４ 計画３部会における検討状況等 
資料５ 計画３部会での意見を反映させた答申案 
参考１ 次期子どもに関する総合計画骨子案 

参考２ 各種調査結果の概要 
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次期子どもに関する総合計画策定にかかる検討資料

答申における施策（案）

子どもの権利を守り生かすことへの支援

子どもの健康・いのちの支援

地域全体での子育て支援

安心・安全で快適に過ごせる環境づくり

多様な居場所と交流・体験の支援

子ども中心の学びの支援

子ども・若者の未来の応援

安心して子どもを生み、親として成長することへの支援

外国につながる子どもとその家庭への支援

子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないための貧困対策の推進

子ども・若者・子育て家庭を応援する社会づくり

いじめなどの未然防止と早期発見・解決への対応

質の高い乳幼児期の教育・保育の総合的な提供

経済的負担の軽減

社会的自立に困難を有する子ども・若者への総合的な支援

障害や発達に特性のある子どもとその家庭への支援

児童虐待等への対応

社会的養育が必要な子どもへの支援

ひとり親家庭の子どもとその家庭への支援

多様なワーク・ライフ・バランスの支援

資料３





次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

1
1
○

○ なごや子どもの権利条例を知っていると答えた割合【実態調査】
　大　人　H30：29.0％　⇒　R5：47.1%（＋18.1％）
　子ども　H30：24.5％　⇒　R5：34.2％（＋9.7％）

○ 子どもにとって大切な権利が保障されていると答えた割合【実態調査】
　大　人　R5：77.0％　　　　子ども　R5：83.3％

○ なごや子どもの権利条例を知っていると答えた割合【市政アンケート】
　知っている　　　　H30：3.7％　⇒　R5：6.7％（＋3.0％）
　聞いたことはあるが、内容はよく分からない　28.9％⇒28.4％（▲0.5％）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ なごや子ども応援委員会ではさまざまな悩みや心配を抱える子どもや親に対して、総合的に
支援することが必要。そのためにはSCやSSWなど専門職のさらなる資質向上や幼稚園から高
等学校までの連携等の取組を進めていく必要がある。

子どもが権利の主体として権利を行使するためには、子ども自身が「子どもの権利」につい
て理解することが必要であるが、まだ理解や周知が十分ではなく、権利侵害があった場合で
もどこに相談したらよいかがわからない。
子どもの権利を守るためには、大人が子どもにとっての最善の利益が何かを一緒に考えるこ
とも必要であるため、大人に対しても「子どもの権利」についての普及啓発が大切。

令和4年度市公式LINEアンケートで、「LGBTQの方が過ごしやすい社会だと思うか」という質
問に対し、「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」の回答割合が合わせて
85.6％あり、いまだ性的少数者の生きづらい社会となっている。
幼児児童生徒一人ひとりがその発達段階に応じ、人権の意義について理解し、自他の大切さ
を認めることができ、様々な場面で具体的な態度や行動として表すことができるように、人
権尊重の視点に立った学校づくりの推進が必要。
教職員の資質向上を継続するために、主体的に学びを深めることができる教職員の人権教育
研修を実施が必要。

子どもの権利条例の認知度が低い。保育所や学校など、子どもの権利を守るべき場所で権利
が守られていないのは、現場の方がわかっていないから。現場も余裕がないので、研修など
を意図的に仕組み化しないと。学ぶ機会があることが必要。
子ども自身の権利行使のハードルの高さがある。支援者がどの程度理解しているか。こうい
う施策があるという情報提供のみに留まっていないか。広報啓発も必要だが、権利行使の
ハードルを下げることも重要。
子ども・若者の意見表明において、「意見」という言葉のハードルが高い。意図やどう捉え
てほしいかを丁寧に説明するなど、「意見」という言葉の使い方に配慮が必要。

意見を言わなくてもいいから参加できるように支援が必要。参加するハードルを下げて、
「言う、言わない」よりも「参加する、しない」を大事にできるように、社会の雰囲気の醸
成も必要。

課題

部会等からのご意見

子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

関連部会

現行計画 子どもの権利を守り生かすことへの支援
次期計画案 子どもの権利を守り生かすことへの支援

現状

1



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

2
2

○

○ 安心して出産や子育てできる医療サービスの充実を期待する親の割合
　H30：86.3％　⇒　R5：80.6％（▲5.7％）

○ 安心して出産や子育てできる医療サービスの充実に満足する親の割合
　H30：38.6％　⇒　R5：37.6％（▲1.0％）

○ 子どもの病気や健康のことを不安に感じたことのある親の割合
　H30：27.4％　⇒　R5：30.0％（＋2.6％）

○

○ 運動をすることが好きな子どもの割合【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】

○
○

○

○

10歳から39歳までの各年代の死因の第1位は自殺であり、とりわけ令和4年においては児童生
徒の自殺者数が過去最多となるなど、子ども・若者の自殺が全国的に問題となっている。

運動が好きな児童生徒の割合はまだ目標値には至っていない。これまでのコロナ禍で様々な
行動が制限され、学習以外で映像や画像を見るスクリーンタイムが増え、運動不足に拍車が
かかっている状況で、肥満である児童生徒の増加も見られるが名古屋だけでなく全国的な傾
向である。

現状

部会等からのご意見

課題

これまで自殺を真剣に考えたことがある若者の割合
　H30：10.4％　⇒　R5：11.7％（＋1.3％）

　H30：小64.1％　⇒　R4：小60.2％（▲3.9％）
　　 　中54.2％　　　　　中51.5％（▲2.7％）

学齢期の子どもが病気の時に預けられる場所が、幼児期に比べて少ない。
出産前の不安をきくアンケートで「小さい子どもと接する機会がなかった」「子どもを生き
物として好きでも嫌いでもなかった」という意見があり、出産後には子どもの世話や成長の
見守りを通じて、「生んでよかった」という意見があったが、若者の子どもに対する感覚に
驚いた。妊娠した時から自分が子どもに支配されているのだと認識して、出産・育児に向か
わないと、思い通りにならないことで子育てを放棄してしまうことに繋がりかねないので
は。ライフスタイル全体に通じた施策が必要。育児は学童期までのように捉えがちだが、思
春期から大人になる過程が家庭では問題になっているので、そこにもっとスポットを当てて
ほしい。

現行計画 子どもの健康の支援
次期計画案

子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

子どもの健康・いのちの支援

関連部会
子ども・若者計画部会

2



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

3
3
10 子どもや子育て家庭が快適で安全に過ごせる環境づくり
○
○

○

　H30：28.0％　⇒　R5：27.7％（▲0.3％）
○ 住宅や遊び場・公園の整備など、子育てしやすいまちづくりに満足する親の割合

　H30：20.0％　⇒　R5：24.9％（＋4.9％）
○ 登下校時における子どもの安全対策の推進

　交通安全教室実施率　97.4％(267学区中260学区)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

家を出て、外をふらふら出歩く子どもが結構いる。声をかけられて犯罪に巻き込まれたり、
万引きをしたりと、群れて非行に走る子どももいると思う。そういう子どもの危険への対策
も盛り込むべきではないか。

子育て世帯の住まいの確保や住まいに関する経済的負担を軽減する必要がある。

交通ルールの定着が十分ではなく、飛び出し、ヘルメット未着用などの交通事故が起きてい
る。
学校におけるより実践的な防災訓練をどのように普及するかさらなる検討が必要となってい
る。

オムツ替えスペースが女性トイレだけにあり、男性トイレにない施設がある。男性トイレに
オムツ替えスペースがあるだけでも、それを見る人の意識が変わる気がする。

児童虐待防止法は家庭内の虐待がメインだが、子どもの性被害は家庭内だけではなく、学校
や保育所、地域で起きることもある。子どもへの性被害予防教育も記載する必要があるので
はないか。

課題

施策10がハード面、施策３はソフト面での支援かと思う。居場所支援は国でも大きなキー
ワード。できれば施策３と施策10の両方に読めるような形であるとより充実したものになる
かと思う。
他都市部に比べて、ベビーカー、多目的トイレ、授乳室などの案内板が少ないので、増やし
た方がいい。

子育てをされる方々の満足度が高まるよう、公園づくりに地域のニーズを十分に取り入れて
いくこと。
令和５年度に実施した利用実態調査において、市バス・地下鉄の利用について、「子連れで
は利用しづらい」や「子連れでも安心して移動できるようにして欲しい」といった意見が寄
せられている。

小学校年齢期の子どもたちの放課後の過ごし方については、共働き家庭の増加や就労形態の
多様化など、様々な社会状況の変化がみられ、本市においても放課後児童クラブの待機児童
が生じるなど、放課後施策に対するニーズが高まっており、放課後の居場所の充実がより一
層、求められている。
居場所が見つからない子ども・若者がSNSや繁華街等で知り合った大人に児童買春や薬物乱
用など様々な犯罪に巻き込まれることを未然に防止するため、信頼できる大人に話せる環境
を整えた居場所づくりが必要である。

次期計画案

居場所と安全の支援
安心・安全で快適に過ごせる環境づくり

現状

部会等からのご意見

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

現行計画

授乳やおむつ替えの場所など、子どもとともに外出がしやすいまちの整備に満足する未就学
児を持つ親の割合

3



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

4
3
5 多様な交流と体験の支援
○
○

○ 子どもが放課後に過ごす場所
　「自分の家」　　　　　H30：86.8％　⇒　R5：92.1％（＋5.3％）
　「学校で行われるクラブ活動」　H30：51.8％　⇒　R5：35.9％（▲15.9％）

○ 子どもの休日の過ごし方
　「家族と過ごす」　　　H30：67.1％　⇒　R5：71.2％（＋4.1％）
　「友だちと遊ぶ」　　　H30：42.4％　⇒　R5：38.9％（▲3.5％）

○ 自分のことが好きな子ども・若者の割合
　子ども　H30：74.6％　⇒　R5：75.6％（＋1.0％）
　若者　　H30：72.9％　⇒　R5：69.5％（▲3.4％）

○ 色々なことに積極的に挑戦できる子ども・若者の割合
　子ども　H30：72.0％　⇒　R5：69.4％（▲2.6％）
　若者　　H30：62.9％　⇒　R5：60.3％（▲2.6％)

○ 今の生活に満足する子どもの割合　
　H30：87.4％　⇒　R5：83.7％（▲3.7％）

○ 子どもがほっとできる場所、自分らしくいられる場所（1番目）
　「好きなことをして自由に過ごせる」　　　　　　R5：30.3％
　「一人で過ごせたり、何もせずのんびりできる」　R5：27.1％

○ 居場所（ほっとできる場所、居心地のよい場所）がある若者の割合
　R5：93.9％

〇 お祭りなど、地域の行事へ参加したことがある子どもの割合　
　H30：55.9％　⇒　R5：60.3％（5.0％)

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

小学校年齢期の子どもたちの放課後の過ごし方については、共働き家庭の増加や就労形態の多様化など、様々
な社会状況の変化がみられ、本市においても放課後児童クラブの待機児童が生じるなど、放課後施策に対する
ニーズが高まっており、放課後の居場所の充実がより一層、求められている。

地域団体や民間事業者・大学等への学習プログラムの実施や講座委託の拡大、地域と学校の連携・協働を促進
するための支援拡大。

現行計画

「『みんなで覚えよう応急手当』講習」は、種別により受講者が「小学4年生から小学6年生」または「中学
生」となるので、限られた対象に効率的に事業を周知させることが困難。
国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、将来にわ
たり、本市の子どもにとって望ましいスポーツ・文化芸術活動の機会を、地域の活用も含めて確保することが
重要。
年度替わりで退職する部活動指導者の割合は約３割を占め、安定的に長期間働くことが可能な固定の指導者の
配置が必要であること、参加児童の興味関心や習熟度が多様であること等から、指導者の量的確保と質的向上
が必要。

居場所が見つからない子ども・若者がSNSや繁華街等で知り合った大人に児童買春や薬物乱用など様々な犯罪
に巻き込まれることを未然に防止するため、信頼できる大人に話せる環境を整えた居場所づくりが必要であ
子ども会については、活動を支える大人の減少等から、団体数及び会員数ともに減少傾向が続いており、新た
な支え手の確保や子ども会独自の魅力の発信など、振興に向けた支援が必要。
児童館において中高生の居場所づくり事業を実施し、各館で週1～2回程度通常の開館時間外に中高生専用の時
間を設けているが、児童館が18歳未満を対象とした施設ということが広く認知されておらず、中高生の利用が
少ない。
放課後の子ども施策として、全児童を対象に、トワイライトスクール（一部の学校はトワイライトルーム）を
実施しているが、運営の協力をしてもらっている地域ボランティアの高齢化や担い手不足が課題となってお
り、事業を継続していくためにも人材確保が必要。
なごやエコキッズ実施園やエコスクール認定校及びトワイライトスクールへの環境サポーターの派遣につい
て、利用園/校が一部にとどまっている（ただし、利用園/校に対しては年間複数回派遣実施の場合もある。）
ため、利用促進が必要。

教育・保育に比べて、学童保育の住環境や質などがひとくくりにされている。学童保育も子どもが年間多くの
時間を過ごす場所なので、子どもの最善の利益追求のため考えていくべき。
学童期の放課後の居場所について、量を増やすのは当然として、質の確保も重要。スタッフの研修機会の確保
や処遇などが課題。

課題

子どもの年齢が大きくなると、居場所が減るように感じる。学校でも家でもない居場所が必要。地域の力を借
りて、教育や福祉の垣根も越えて対応を。場所も大事だが、関わる人の専門性や人間性も大切。
「居場所」に関して、教室は子どもにとって、間違ってはいけないというプレッシャーがあり、緊張する空間
であるのが現状。

支援事業計画の放課後児童健全育成事業の量の見込みが減っていく案になっている。国の手引きによる推計児
童数や利用実績に基づいた見込みでは減るとは思うが、子育て家庭の就業が増えていくだろうことを踏まえれ
ば、放課後事業の利用は増えるのではないか。学童保育の指導者の給料が全国トップレベルである影響で、
（利用料が高く）名古屋市は学童の利用率が低い。そこを改善すれば、潜在的需要はあるはずなので、増やし

トワイライトでの活動状況などを地域の区政協力委員などにも知ってもらい、地域と連携することが大事。
子ども会は保護者の負担が大きい。子ども会には入りたいが、保護者に役員が回ってくると脱退してしまう。
保護者から役員を出さなくてもいいように、市がリーダーを派遣してくれるとよい。

トワイライトの事業ボランティアを経験したが、地域によって内容が全く違う。人材確保の観点からは、近隣
の学区などにも展開できないか。

自分が子どもの頃の子ども会は、子どもたちが話し合ってやりたいことを決め、大人がそれを用意してくれ
た。今は大人主体でやることが決まっている。子ども自身が子ども会を作っていくんだと思える魅力がない
と、子どもも行きたいと思わないし、保護者も行かせなくていいとなってしまう。

現状

部会等からのご意見

次期計画案 多様な居場所と交流・体験の支援
居場所と安全の支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会
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次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

5
4
○

○ 勉強が理解できない子どもの割合
　H30：16.0％　⇒　R5：14.4％（▲1.6％）

○ 勉強は将来役に立つと思う子どもの割合
　H30：86.1％　⇒　R5：83.6％（▲2.5％）

○ 授業以外でインターネットを1日2時間以上利用する子どもの割合
　H30：38.0％　⇒　R5：59.1％（＋21.1％）

○ 勉強のことで困ったり、悩んだりしている子どもの割合
　H30：38.5％　⇒　R5：41.2％（＋2.7％）

○ 進学の最終目標を大学までと考える子どもの割合
　H30：50.7％　⇒　R5：35.6％（▲15.1％）

　
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 中学校での35人学級の実施など、国の方針等を注視しつつ、慎重な判断が必要。
○

○

○

○

○

○

○

1人1台端末だけでなく、活用するソフトウェアやネットワーク等についても、「Next　GIGA」を見据えたものと
していく必要。高校の1人1台端末整備は国の財政措置の状況等を見据えながら、整備方法を検討。幼稚園の今後
のICT環境は、整備内容等の検討が必要。
高等学校教育については、探究的な学び・協働的な学びへの変革が必要。推進校の指定など推進のきっかけを作
り、ICT機器の充実・活用や教員の力量向上が必要。
各種教育活動の共有は、生徒のニーズや実施の効果を踏まえた仕組み作りと、施設設備の整備、教員研修の充実
や支援員の配置などが必要。また、学校間連携による単位互換制度は、規則・実施要項作成や、教職員体制を含
めた詳細な実施形態など、膨大な下準備と時間必要。

アンケートの自由記述で「学校の先生が大変そう」というコメントが多い。保護者からこうしたコメントが集ま
るというのは、かなり厳しい状況。インクルーシブ教育が進めば、教員の仕事も増えるかと思う。子どもを主体
とした「学びの支援」とは別に、先生の支援についての施策を立ててもいいのはないか。

不登校児が増えており、全国で29万人。東京都教育委員会はメタバース空間に居場所づくりを始めている。市で
も対策を盛り込むことを検討してほしい。

子ども一人一人が自分らしい生き方を発見し、実現するための力を育むキャリア教育推進の必要。

「デートDV」という言葉の認知度について、男女平等参画基本計画2025での目標値55%だが、令和元年度男女平
等参画基礎調査では、認知度は43.9%であった。

発達障害対応支援講師、日本語指導講師、不登校対応支援講師を含めて、全ての小・中・特別支援学校に一人の
学習支援講師を配置すること。
「ナゴヤ学びのコンパス」の理念を名古屋市の全学校園で共通理解を図り、幼児期から青年期まで一貫して「子
ども中心の学び」を推進するためには、実践校による具体的な実践事例を継続し、全市展開が重要。また、小中
一貫教育など、各校種間において連携した学びを重視した教育活動を推進するため、学校における働き方改革を
推進するとともに、研修プログラムも一層充実することも重要。
全国学力・学習状況調査によると、本市の小学校は国語が全国平均を下回っている。同調査の児童・生徒質問紙
によると、「国語の勉強は好きか」「読書は好きか」という問いに「当てはまる」と答えている児童生徒は、全
国平均を下回っている。学校図書館における図書の整備において、学校図書館図書標準を達成している小中学校
は５割にも満たない。

課題に国語力の問題が挙がっている。国語の力が足りないために、他の科目もできない子どももいる。本を読ま
ない子どもが増えているとも感じる。どうしたら国語の力を伸ばせるかが課題。

水族館などの公的施設で、学校だと学校割引があるところが多いが、フリースクールやオルタナティブスクール
だと人数が少ないため割引がなく、保護者の負担が大きい。

中学校の給食を再開してほしいという声をよく聞く。母親の就業率が上がる頃で負担が大きい。健康格差の是正
という観点で、食の支援としても検討するといい。

給食を通して食育を進めたり、健康格差を是正するのはわかるが、同時に予算（給食費）の問題や質の担保も検
討してほしい。

課題

現状

部会等からのご意見

現施策５にインクルーシブ教育システムの構築の推進とあるが、施策４にも「インクルーシブ教育の構築」を取
り入れて、今から少し準備を進めておくと混乱が少なく移行がスムーズなのではないか。

インクルーシブ教育という言葉を入れるならば、同時に「個別最適化した学び」というワードもあわせて入れて
いった方がよい。

子どもの体験学習には地域連携が大切。キャリア教育を進める中で、地域や企業と連携できるようにしてほし
い。

次期計画案 子ども中心の学びの支援
学びの支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

現行計画

5



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

6

○

○ 市合計特殊出生率
　H29：1.42　⇒　R4：1.25

○ 将来、結婚したい若者の割合
　H30：60.7％　⇒　R5：50.5％（▲10.2％）

○

○ 40歳くらいになったときの状態（子ども）
　「幸せになっている」　　H30：65.1％　⇒　R5：61.9％（▲3.2％）

○

○

○

○ 若者の結婚や妊娠・出産の希望がかないにくい状況がある。

次期計画案

子ども一人一人が自分らしい生き方を発見し、実現するための力を育むキャリア教育推進の
必要。

現状

部会等からのご意見

現行計画

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

子ども・若者の未来の応援

課題

将来、子どもが欲しいとは思わない若者の割合
　H30：16.1％　⇒　R5：20.3％（＋4.2％）

　「子どもを育てている」　H30：53.8％　⇒　R5：45.6％（▲8.2％）

子どもの体験学習には地域連携が大切。キャリア教育を進める中で、地域や企業と連携でき
るようにしてほしい。

5年後の自分のイメージ（若者）
　「幸せな状態である」　　H30：55.0％　⇒　R5：46.1％（▲8.9％）
　「子どもを育てている」　H30：55.0％　⇒　R5：50.5％（▲4.5％）

6



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

7
7

○

○ 子どもの発育・発達のことを不安に感じたことのある親の割合
　H30：23.8％　⇒　R5：29.9％（＋6.1％）

○ 子どもの病気・健康のことを不安に感じたことのある親の割合
　H30：27.4％　⇒　R5：30.0％（＋2.6％）

○ 子育てに関する悩み・不安の相談相手・場所がない親の割合
　R5：7.7％

○ 子育てについて相談できる機関やサービスの充実に期待する親の割合
　H30：86.3％　⇒　R5：80.6％（▲5.7％）

○ 子育てについて相談できる機関やサービスの充実に満足する親の割合
　H30：17.4％　⇒　R5：19.4％（＋2.0％）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

幼児の育ち応援ルームの利用者が増加しており、待機者が出ている。子育て相談に保護者が
参加しやすいよう改善する必要がある。
子育てに対する不安感の解消や子育てへの希望につなげるとともに、将来的に親が子どもに
不適切なかかわりをしてしまうことを抑止するため、子育て中の親やこれから親になる方に
対して「子育てを学ぶ」機運を醸成するとともに、希望する方へ学べる機会を提供していく
必要がある。

地域で安心して子育てができるよう身近な相談先の充実が必要。

妊娠期も含め、子どもの成長にあわせた子育てや子育て支援についての情報提供が必要。

次期計画案 安心して子どもを生み、親として成長することへの支援
安心して子どもを生み、親として成長することへの支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

課題

家庭教育支援を必要としている家庭に届いていない。より効果的な方法で支援を届ける必要
がある。

妊娠期からのパパママ教室で子どもの権利条例の普及啓発、一人で子育てをしているわけで
はないという意識を浸透させていくと、困った時に支援に繋がりやすいのではないか。

現行計画

小学校進学時の子どもの発育・発達に関する親の悩みは深い。子ども・親双方への対応は重
点を置いて取り組んだほうがよい。

名古屋市の医療費助成はすごくいいので、ぜひ続けていけるといい。小さい子どもを育てる
ときの援助はたくさんあると思うが、それをいろんな人にちゃんと伝えることが大事。制度
があっても知らない人も多いと思う。

保健センターは幼児期の支援を行っているが、課題を抱えた子どもに特化すると親もストレ
スになる。一般向けの支援とのリンクが大事。

ショートステイ事業は、身近なところなら使えるが、乳児院や児童養護施設はハードルが高
いのではないか。身近な居場所になっているところでショートステイできるようになるとよ
い。

現状

部会等からのご意見

学齢期になると情報が届きにくくなって、支援が難しい。学校と福祉の連携の仕組みがい
る。ネウボラのように切れ目のない支援が必要。

7



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

8
8

○
○

○ 子育てに経済的負担を感じる親の割合
　H30：39.4％　⇒　R5：44.1％（＋4.7％）

○ 特に負担を感じる費用
　「光熱水費」　　H30：17.1％　⇒　R5：46.6％（＋29.5％）
　「食費」　　　　H30：36.1％　⇒　R5：51.0％（＋14.9％）

○

　H30：91.3％　⇒　R5：87.9％（▲3.4％）
○

　H30：37.7％　⇒　R5：33.5％（▲4.2％）

○

○

○

○

○

○

○

○

貧困の連鎖や経済的格差の拡大が生じることのないよう、全ての子どもたちの教育機会の確
保をしていくこと。

医療費助成や子育てにかかる各種サービスの費用の軽減など、経済的な支援の充実に満足す
る親の割合

進学費用等も大事だが、日常生活レベルでの経済的支援への必要性は明らかであり、どう
いった形で届けるのか、国の施策も鑑みながら考えていく必要があるのではないか。

名古屋市の医療費助成はすごくいいので、ぜひ続けていけるといい。小さい子どもを育てる
ときの援助はたくさんあると思うが、それをいろんな人にちゃんと伝えることが大事。制度
があっても知らない人も多いと思う。

子育て家庭の経済的負担軽減。

経済的な問題を抱えて区役所等に相談に行った際に、どのような支援があるのかを教えてく
れるワンストップ窓口のようなものを整備してほしい。その窓口の職員がいろいろな情報を
知っていることが必要。

教育費負担はとても重要なポイント。国の施策も出てきているが、教育費の補助について、
カバーしきれてないところは対応が必要。

所得制限がついているものについて、どこまで撤廃していくのかは議論が必要。すべてなく
すことは難しいので、優先順位をつける必要がある。

進学時の制服やカバンにかかる初期費用の負担が大きい。使われた物を循環させる仕組みが
構築できるといい。

現状

部会等からのご意見

課題

医療費助成や子育てにかかる各種サービスの費用の軽減など、経済的な支援の充実に期待す
る親の割合

次期計画案 経済的負担の軽減
現行計画 経済的負担の軽減

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

8



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

9
9

○
○

○ 子育て中に自分のやりたいことができないなどのストレスを感じた未就学児を持つ親の割合
　H30：29.1％　⇒　R5：26.6％（▲2.5％）

○ 地域で子育てについて気軽に相談できる人がいる親の割合
　H30：35.5％　⇒　R5：27.1％（▲8.4％）

○ 地域で同じくらいの年齢の子どもを育てている友だちがいる親の割合
　H30：67.2％　⇒　R5：60.6％（▲6.6％）

○ 地域で困った時に気軽に子どもを預かってくれる知人がいる親の割合
　H30：19.4％　⇒　R5：12.4％（▲7.0％）

○ 地域住民が行う子ども・子育て活動のうち参加したことがある活動【市政アンケート】
　「地域の子どもの安全を守る活動」　H30：20.7％　⇒　R5：19.7％（▲1.0％）
　「子ども会活動や町内会の子ども向け活動の世話役」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　H30：25.1％　⇒　R5：19.5％（▲5.6％）
　「特にない」　　　　　　　　　　　H30：56.7％　⇒　R5：60.4％（＋3.7％）

○

○

○

○

○

○

国が新たに打ち出している「こども誰でも通園制度（仮称）」と既存の一時預かり事業との
整合性を図る必要がある。

子どもの成長にあわせた子育てや子育て支援についての情報提供が必要。

身近な地域の社会資源による子育て支援への取り組みに関する効果的な情報提供が必要。

「こども誰でも通園制度」が始まれば、一時預かり事業の形も変わる可能性がある。利用し
やすい制度設計は大切だが、子どもが適切な保育を受けられる体制も整えてもらいたいの
で、保育者が困らない制度設計をしてほしい。

例えば、「子育てを通じて幸せを感じた」「子どもの成長をみて充実感を得た」保護者の割
合が増えていることなどからすれば、子育て家庭を巡る状況としては徐々によくなっている
ように思える。一方で、「地域で同じくらいの年齢の子どもを育てている友だちがいる保護
者」「地域で年齢の違う子が一緒になって遊ぶことができると感じる保護者」の割合が増え
ていないことは、地域全体で子育てを見守るような雰囲気づくりに繋がる条件には乏しいと
いうことになるか。「なごや子どもの権利条例」の内容の認知度が低いレベルにあることと
も全く無関係ではないように思われる。

幼児の育ち応援ルームの利用者が増加しており、待機者が出ている。子育て相談に保護者が
参加しやすいよう改善する必要がある。

現状

部会等からのご意見

課題

次期計画案 地域全体での子育て支援
現行計画 地域全体での子育て支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

9



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

10
11

○

○ 「仕事が中心となっており、家庭生活の比重が高まるといい」と回答した父親の割合
　H30：42.9％　⇒　R5：46.3％（＋3.4％）

○ 「育児が中心となっており、もう少し仕事の比重が高まるとよい」と回答した母親の割合
　H30：13.7％　⇒　R5：19.5％（＋5.8％）

○

　 H30：8.5％　⇒　R5：26.3％（＋17.8％）
○ 働いていた母親のうち出産前後（それぞれ１年以内）に仕事をやめた割合

　H30：43.7％　⇒　R5：28.5％（▲15.2％）
○

　H30：32.6％　⇒　R5：42.5％（＋9.9％）

○

○

○

○

○

○

次期計画案 多様なワーク・ライフ・バランスの支援
現行計画 多様な働き方に対応できる環境整備の促進

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

ワーク・ライフ・バランスの取組みの推進に向けて、引き続き、広報・啓発などの実施が必
要。

現状

部会等からのご意見

出産前後で育休を取得し就業継続する人が増えている状況から、短時間勤務など柔軟な働き
方の対応をした方がいい。

課題

労働時間の短縮、育児休業や介護休暇制度など家庭生活と両立する職場環境の整備に満足し
ない親の割合

企業の取り組みは着実に進んでいるが、両立できる職場環境の整備に満足していない回答割
合が増えている。一律の制度では足りず、個別対応をせざるを得ないこともある。

家庭生活と両立する職場環境の整備に取り組む企業を増やし、社会全体で子育てしやすいま
ちづくりを進めるための機運醸成が必要。

WLBの悩みが「もっと働きたいが、家事・育児に時間がかかり、十分に働けない」ことであ
る未就学児を持つ母親の割合

就学後保護者の母親の就労形態別に見る「両立できる職場環境の整備」の満足度について、
「正社員・正規職員」は「満足しない」が高い一方で、「満足する」も比較的高い。同じ正
社員でも企業規模や業種で何か違いがあるのではないか。企業対象の施策だが、企業にもい
ろいろある。

女性管理職比率は国の目標数値に達成していない企業が多く、男女の賃金格差も解消されて
いない状況が見受けられる。
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次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

11
12

○
○

○

　H30：9.4％　⇒　R5：9.1％（▲0.3％）
○ 将来的に就労したいと考えている、未就学児を持つ母親の割合

　H30：82.2％　⇒　R5：87.0％（＋4.8％）
※

○ 多様な保育サービスの充実や、放課後児童に対する施策の充実に期待する親の割合
　H30：81.2%　⇒　R5：75.4％（▲5.8％）

○ 多様な保育サービスの充実や、放課後児童に対する施策の充実に満足する親の割合
　H30：15.1％　⇒　R5：16.1％（＋1.0％）

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○
○
○

○
○ 保育の質の確保について、名古屋市が目指すべき教育・保育の質について、教育と保育が一体となっ

た、統一的なビジョンやガイドラインの策定。教育・保育の質の向上に向けて、第三者評価制度の活
用を促すとともに、受審後も行政としてフォローアップする仕組みの検討。

エリア支援保育所事業について、公立保育所の今後のあり方の検討。

今働いている方の離職率を下げるために働き方改革も重視する必要がある。DXの導入は待ったなし。

待機児童対策に係る量的拡大から量的維持へのシフト。
休日保育事業実施施設の負担軽減、職員体制の確保、及び受け入れ体制の拡充。

定員配置や処遇の問題など、働き方改革と質の向上の両輪で進めていくことが必要。

公立園で民間保育士が実習できる機会や、公民両方の交流の場を設けるなどの役割を新たに強化する
のがいい。
公立保育所の役割として「すべての子どもたちを」と言った時の最終的なセーフティネット。支援の
必要な子どもの多い保育所への職員配置を増やすなど、手厚い人的環境が必要。

幼児の育ち応援ルームの利用者が増加しており、待機者が出ている。子育て相談に保護者が参加しや
すいよう改善する必要がある。

産休あけ・育休あけ保育所等入所予約事業について、キャンセル待ちが多く発生している状況の改
善。

保育と教育が一体となった目指すべき保育の質についてガイドラインが必要。

自己評価、学校関係者評価、第三者評価について、一定の実効性を担保するフォローの体制。
質の向上のためには様々な評価の仕方が考えられるが、多くなると現場が疲弊してしまう。
全体の質の底上げには、相対的に課題を抱える施設をいかに底上げするかという取り組みがないと進
まない。

課題

公私幼保の統一的なすべての子どもに責任を負う仕組みみたいなものを構築していくことが必要。

就園児の減少に伴う地域型保育事業の閉園などがソフトランディングできるように検討すべき。
施設整備も含めた保育の基盤の整理が必要。
障害児保育も充実させていく必要がある。
外国籍の子どもが増え、その保育ニーズも増えてきている。ニーズの洗い出しが必要。
多様化するニーズに対して、保護者のアクセス・利用しやすさの視点で充実することは大事。一方
で、子ども目線でのニーズに応えていくことも必要。

小学校の学びに向かうための、幼保での遊びの中での学びというものをどう小学校側に伝えていくの
かを協働して検討していくことが必要。

職員確保について、関東へ就職する養成校卒業生が増えている。インセンティブで入口対応。

広域入所できるようにすることも、一つの保育ニーズへの対応かと思う。
小学校進学時の環境適応には、幼小（教育委員会）との連携、横断的なシステム整備が必要。

人材確保情報のワンストップ化。また、現職保育士等のリスキリング補助や潜在保育士の学び直しか
ら就職支援。

現状

部会等からのご意見

次期計画案 質の高い乳幼児期の教育・保育の総合的な提供
現行計画 質の高い乳幼児期の教育・保育の総合的な提供

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

出産時に退職した母親のうち「教育・保育事業が確実に利用できる見込みがあれば、続けて
いた」母親の割合

H30は「就労の希望はない」「すぐにでも、もしくは年以内に就労したい」「1年より
先で、一番下の子どもが●歳くらいになったら、就労したい」の3段階。R5はこの３択
肢に加え、「時期は決まっていないが、就労したい」の４段階
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次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

12
13
○
○

○ 悩みや困ったことを誰にも相談しない子どもの割合
　H30：7.7％　⇒　R5：8.0％（＋0.3％）

○ 外出を避けている若者の割合
　H30：2.1％　⇒　R5：2.2％（＋0.1％）

○ 外出を避けるようになって5年以上経過した若者の割合
　H30：51.7％　⇒　R5：38.1％（▲13.6％）

○ 外出を避けるようになった年齢
　「20歳以下」　　　H30：34.5％　⇒　R5：23.8％（▲10.7％）
　「31～35歳」　　　H30： 3.4％　⇒　R5：19.0％（＋15.6％）

○

　H30：12.2％　⇒　R5：9.3％（▲2.9％）
○ 困難を有する若者からの意見聴取

・ 支援機関の情報が駅ポスターやＳＮＳ等、自然に受け取れる媒体で発信されるとよい。
・

・ 相談予約の連絡手段が電話しかないのはしんどい。

○

○

○

○

○

○

現状

部会等からのご意見

課題

本人の特性から働くための能力を身につけるだけでは就職に至らない若者や、本人の意向に
反して短期離職を繰り返す若者がおり、そういった若者が自身の特性を活かした働きができ
るよう丁寧なオーダーメイド型の就労支援が周知されていくことが必要。企業をはじめ社会
全体に、若者の特性についてや、工夫により特性を持ったまま活躍できることを周知してい
き、受入れ先を開拓していくことが必要。
子ども・若者支援としては39歳までとリミットがあり、その後の支援先及び、若者本人が
日々生活していく地域における見守りが強化されることが必要。

18歳までどの支援にも繋がらず家の中で我慢してきた方が外に出てくると、18歳超で使える
支援サービスが限られる。制度の狭間に埋もれてしまう人も一定数いる。

若者の就労支援も含まれるが、若者と企業のマッチングを充実させてほしい。

子ども・若者総合相談センターにおいては、ひとりひとりに対して丁寧な支援を行っている
が、障害がある方や家族全体をより多くの機関と連携しながら支援しなくてはならない重篤
なケースが増えており、多くの時間と労力が必要。また、支援員の負担も大きく、組織的に
対応できる体制づくりが必要。

経済的に独立していない若者のうち、「就職を希望しているができない」「働く自信がな
い」ことを理由に挙げている若者の割合

支援機関の情報がインターネット検索ですぐに出てきてほしい。関係機関からもリンクしてほ
しい。

不登校児が増えている。将来的に社会的自立を考えた時に対応できるような、子どもの生き
る力を育てることが大切。（従来の）居場所というだけでない、学校以外での子どもを育て
る場を作ってほしい。

次期計画案 社会的自立に困難を有する子ども・若者への総合的な支援
現行計画 社会的自立に困難を有する子ども・若者への総合的な支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会
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次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

13
18
○
○

○ 子どもに発達の遅れがあると感じるまたは発達に気になるところがある親の割合
　H30：23.3％　⇒　R5：26.6％（＋3.3％）

○
　H30：2.6％　⇒　R5：2.9％（＋0.3％）

○

　H30：23.8％　⇒　R5：29.9％（＋6.1％）

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 医療的ケアを必要とする子どもが安心して地域生活を送れるよう、適切な支援を提供するため、各
関係機関の連携体制の一層の推進が必要。

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の数が年々増加しており、身近な地域で支援
を受けられることができるようになってきた一方、支援の質の向上が必要。
児童発達支援センターを地域の障害児の健全な発達における中核的な役割を果たす機関として位置
付け、障害児通所支援事業所やその他関係機関と密接な連携等を図り、重層的な支援体制の整備が
必要。

令和4年12月に公表された文部科学省の調査結果では、通常の学級に在籍し特別な支援を必要とする
児童生徒の割合は8.8％となっているため、適切な支援の提供について検討する必要がある。

障害児保育、医療的ケア児保育支援事業について、増加している障害児や医療的ケア児の受入体制
の確保が困難。
近年の発達障害の認知の高まりなどを受けて地域療育センターにおける初診待機期間が長期化する
など、診療体制の充実が必要。

2021年から「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、保護者の付き添
いがなくても必要な支援が受けられるよう措置を講ずることを学校設置者の責務とされた。直接雇
用を前提として看護介助員を配置してきたが、看護師の退職や体調不良のたびに保護者への協力を
求めざるを得ない、非常に不安定な制度となっている。公立学校に通う医療的ケア児は2016年度か
ら2021年度の5年間での2.3倍に増加（文部科学省資料より）しており、全国的な課題となってい
る。医療的ケア児の増加は医療技術の進歩によるものであり、今後も増加を続ける見込みであるた
め、安定した看護介助員の配置を可能とする制度作りが必要である。

肢体不自由学級や難聴学級の設置にあたっては、施設設備の整備に諸条件があるため、全ての要望
に応えることが難しい状況はあるが、可能な限り地域の学校に通うことができるよう特別支援学級
の設置を推進していく必要がある。
通級指導教室の設置校は限られている。自校に設置されていない児童生徒が通級指導を受ける際
に、保護者が送迎をして他校に通っている現状があるため、引き続き巡回指導の周知に努めていく
必要がある。

現状

部会等からのご意見

小学校進学時の、子どもの発育・発達に関する親の悩みは深い。子ども・親双方への対応は
重点を置いて取り組んだほうがよい。

子どもに何らかの医療的ケアが必要と回答した親の割合

子どもの発育・発達のことを不安に感じたことのある親の割合

課題

多様な保育の一つとして、障害児保育も充実させていく必要がある。
地域療育センターの方向性で「幼稚園、保育所等のバックアップ」とあり、学童保育・トワ
イライトは「等」に含まれると思う。早期の支援も大切だが、学齢期は思春期に向かうとこ
ろで、保護者の不安も大きい。地域療育センターの体制不足は理解するので、「拡充し」と
入れた上で学童・トワイライトも明記してほしい。
障害のある方は騙されたり、金銭トラブルにあったりすることも多いと聞く。ライフステー
ジの中に金銭教育、特に認識しやすいように実際のお金を使った教育も含めてほしい。

現在特別支援学校で行われている職業教育については、実際の就労内容に合致していない面がある
ため、若宮高等特別支援学校の開校を契機に、新しい時代に求められる職業教育について見直して
いく必要がある。

次期計画案 障害や発達に特性のある子どもとその家庭への支援
現行計画 障害や発達に遅れなどのある子どもとその家庭への支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会
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次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

14
14
○
○

○ 令和４年度児童虐待相談対応件数　3,183件（３年度比552件減）
被虐待児の一時保護件数　1,104件（３年度比1件増）
被虐待児の4割が未就学児
虐待の種別は心理的虐待が1,903件（全体の59.8％）

○ 親からひどくたたかれたことが2回以上ある子どもの割合
　H30：12.0％　⇒　R5：9.8％（▲2.2％）

○ 親から厳しい言葉をかけられたり、冷たい態度をとられたことが2回以上ある子どもの割合
　H30：15.6%　⇒　R5：19.8％（＋4.2％）

○

○

○

○

○

○

○

次期計画案 児童虐待等への対応

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

児童虐待等への対応現行計画

国等によりヤングケアラーの実態が明らかになる中で、本市においてもヤングケアラーの実
情に沿った支援策の検討が求められている。

児童相談所における児童虐待相談対応件数が高い水準で推移する中、対応力強化のための体
制整備や子どもへの支援の充実について引き続き進めていくとともに、早期発見・対応のた
めの保健・教育・福祉の連携強化や、保護者支援事業をはじめとする発生予防の取り組みに
も力を入れていく必要がある。
なごや子ども応援委員会ではさまざまな悩みや心配を抱える子どもや親に対して、総合的に
支援することが必要である。そのためにはSCやSSWなど専門職のさらなる資質向上や幼稚園
から高等学校までの連携等の取組を進めていく必要がある。

現状

部会等からのご意見

調査に回答している層が、比較的生活に余裕がある層が多いと推測される中で、「親からひ
どく叩かれたことが2回以上ある子ども」が約1割、「親から厳しい言葉をかけられたことが
2回以上ある子ども」が約2割いるという結果は心配。この子どもたちが相談に繋がっている
のか、助けてくれる人が回りにいるのかどうかを今後調べていく必要がある。

名古屋市は全国と比べて虐待件数は減少している。トレンドの違いを説明できるのか、その
上でさらにどんな課題があるのか考える必要がある。

ＤＶが原因でひとり親世帯になることもある。犯罪的なストーカーのようなことに悩む方も
いるが、計画にはあまり見られない。そういう視点も必要ではないか。

児童虐待防止法は家庭内の虐待がメインだが、子どもの性被害は家庭内だけではなく、学校
や保育所、地域で起きることもある。子どもへの性被害予防教育も記載する必要があるので
はないか。

課題

14



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

15
17
○
○

○ 里親等委託の推進・里親等への支援の充実
　登録里親数　　　　　R4：323世帯
　里親等委託児童数　　R4：164人
　ファミリーホーム　　R4：10か所
　里親等委託率　　　　R4：20.9％

○ 児童養護施設等の小規模化・地域分散化の推進
　小規模グループケア実施施設　　R4:15施設
　地域小規模児童養護施設　　　　R4:19か所

○ 児童養護施設等入所児童のケアの充実
　心理療法担当職員の配置　　　　R4：24施設
　小規模グループケア実施施設　　R4:15施設
　自立支援担当職員の配置　　　　R4:14施設

○ 児童養護施設等入所児童及び退所した児童への自立支援
児童養護施設等退所児童就労支援事業　　R4:10人就労    
自立支援担当職員の配置　　　　　　　　R4:14施設
社会的養育ステップハウス事業　　　　　R4:5か所

○

○

○

○

次期計画案 社会的養育が必要な子どもへの支援
現行計画 社会的養育が必要な子どもへの支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

支援現場の職員にも変化がある。子どもの施策を多く出してくれるが、現場がついていけて
いないところがある。

登録里親数が毎年度増加していることに伴って、里親支援のニーズも増している。里親支援
の体制を強化する必要がある。

課題

里親等委託が進む中で、より処遇が困難な障害等を有する児童を施設で受け入れており、施
設職員には高い専門性が求められているとともに、より個別的な対応が可能な環境が求めら
れている。

現状

部会等からのご意見

施設出身者や里子の進学率にはまだ格差がある。高等学校入学準備金事業は活用されている
が、大学入学準備金がないのはつらいという声がある。施設出身者でもひとり親世帯でも使
える大学入学準備金を作る必要があるのではないか。

15



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

16
15
○
○

○ ひとり親世帯等実態調査による推計世帯数
　母子世帯　H30：25,986世帯　⇒　R5：24,820世帯
　父子世帯　H30： 2,973世帯　⇒　R5： 2,424世帯

○ ひとり親世帯等実態調査による母子世帯の年間総収入（平均）
　H30：319.3万円　⇒　R5：317.9万円

○ ひとり親世帯等実態調査による養育費の取り決め状況
　母子世帯　取り決め有　H30：66.4％　⇒　R5：71.8％
　父子世帯　取り決め有　H30：53.2％　⇒　R5：59.6％

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

養育費の確保や面会交流の実施については、離婚を考えている時期など早い段階からの相談
につながることができるよう支援の周知を図るとともに、子どもの利益を最も優先して考慮
すべきとの視点にたって取り決めすることの大切さを引き続き周知啓発していく必要があ
る。
ひとり親世帯は昨今の物価高騰の影響を大きく受けていることも踏まえ、経済的な支援も引
き続き重要。

次期計画案 ひとり親家庭の子どもとその家庭への支援
現行計画 ひとり親家庭の子どもとその家庭への支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

母子世帯の総所得は年間306万円。「児童のいる世帯」の41％に留まる。（2019年国民生活
基礎調査）

ひとり親家庭の方が使える支援をもっとわかりやすく情報発信した方がいい。
ＤＶが原因でひとり親世帯になることもある。犯罪的なストーカーのようなことに悩む方も
いるが、計画にはあまり見られない。そういう視点も必要ではないか。
「ひとり親世帯等実態調査（速報値）」から見ると、市の施策に期待することは、母子世帯
では経済支援を求める傾向、父子世帯では情報や相談支援を求める傾向が強くなっている。

ひとり親世帯の進学率も低いので、第2回で述べた里子や児童養護施設を経験した方への支
援と同様に、大学入学準備金を作る必要があるのではないか。

ひとり親家庭等全体に対しての情報提供のみならず、相談できず孤立しがちな父子家庭や、
離婚を考えている人など離婚前の方に対しても、支援施策が伝わるよう、わかりやすくきめ
細やかな情報提供の工夫を行うとともに、必要な方に必要な支援施策が行き届くよう積極的
な相談支援を行い、関係機関が連携して支援を行う必要がある。

現状

部会等からのご意見

支援団体の支援者だけで支援するのが難しい状況は、ひとり親家庭の支援でも同じ。他団体
や地域、企業との繋がりがもっと作れるといい。コミュニティもどんどんできてほしい。

課題

母子家庭の母の就業率は高いが、非正規雇用の割合が高く、収入の確保が不安定な状況であ
り、より収入の高い就業を可能にするための支援が必要。

16



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

17
16
○

○ クラスメート・先輩などからひどくたたかれたことが2回以上ある子どもの割合
　H30：5.1％　⇒　R5：4.7％（▲0.4％）

○ いじめ認知件数（1,000人あたり認知件数）　※市立小学校・中学校・高校・特別支援学校の計
　H30：2,544件（14.5）　⇒　R4：7,629件（43.9）

○ 長期間学校を休んでいる子どもの割合
　H30：0.3％　⇒　R5：1.5％（＋1.2％）

○ 学校生活全体が楽しくない子どもの割合
　H30：5.8％　⇒　R5：10.0％（＋4.2％）

※ H30は「楽しい」「どちらともいえない」「楽しくない」の3段階
R5は「楽しくない」「あまり楽しくない」「まあ楽しい」「楽しい」の4段階

○ 進学時に環境になじめない経験をした若者の割合
　「小学校」 H30： 8.6％　⇒　R5：13.8％（＋5.2％）
　「中学校」 H30：18.0％　⇒　R5：21.9％（＋3.9％）
　「高校」 　H30：22.9％　⇒　R5：23.7％（＋0.8％）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○ なごや子ども応援委員会の活用方法について周知していく必要。

教育相談事業では、総合教育相談窓口として、状況に応じて子ども適応相談センターなど関係機関と
の連携を図りながら、子どもやその保護者に寄り添った相談を実施する必要。
いじめ防止対策推進法に定めるいじめの定義に基づき、いじめを積極的に認知することが重要。いじ
めの未然防止教育により、いじめを許さない風土づくり、いじめを訴えやすい体制を整えることが重
要。いじめを早期発見し、学校いじめ防止基本方針に基づき、関係機関と連携し、組織的に対応する
ことで、すべての子どもにとって、安全安心で幸せな居場所となる学校づくりの推進が必要。

子どもたちにとって魅力のある学校づくりをすすめ、不登校が生じないような学校としていくことが
重要。年々増加する不登校児童生徒数に対応するためには、従来の取り組みを丁寧にすすめるととも
に、常に進化しているICTを活用した不登校児童生徒支援の導入や保護者支援など様々な取り組みが
必要。
なごや子ども応援委員会ではさまざまな悩みや心配を抱える子どもや親に対して、総合的に支援する

課題

次期計画案 いじめなどの未然防止と早期発見・解決への対応
現行計画 いじめなどの未然防止と早期発見・解決への対応

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

現状

部会等からのご意見

「居場所」に関して、教室は子どもにとって、間違ってはいけないというプレッシャーがあり、緊張
する空間であるのが現状。

子ども応援委員会については、校長が理解しているかによって、うまく活用できるかがまちまち。頭
ではわかっていても、具体的に活用方法がマッチしていない教員もいる。子ども応援委員会の機能や
使い方についての研修が必要。
子ども応援委員会については、SC・SSWの専門性向上も必要だが、活用する側である教職員、特に管
理職の研修も非常に重要。
学齢期になると情報が届きにくくなって、福祉の支援が難しい。学校と福祉の連携の仕組みがいる。
ネウボラのように切れ目のない支援が必要。

不登校児が増えている。市でも不登校対策にメタバースでの支援を盛り込むことを検討してほしい

校内フリースクールを全校に拡充する際に理念がなくならないように。教室に戻そうとするべきでは
ない。
不登校児童に対して、タブレットを活用したオンライン学習を提供するといい。子ども適応相談セン
ターに通うのが難しい子どもも家で勉強を進められる。これだけ不登校が増えているので別に施策を
立ててもいいと思う。

17



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

18
19
○
○

○ 子どもの教育に関して困っていること【名古屋市外国人市民アンケート調査】
　「教育に関する情報の多くが、日本語なので分かりにくい」
　　　　　　　　　　　　　　H27：22.9％　⇒　R2：22.9％（±0.0％）
　「中学校卒業後の進路」　　H27：14.6％　⇒　R2：15.4％（＋0.8％）

○ 子どもの教育に関して利用したいサポート【名古屋市外国人市民アンケート調査】
　「子どもの教育について相談する場」　　　H27：24.2％　⇒　R2：30.7％（＋6.5％）
　「学校が終わった後や、休みの日に子どもたちが遊べる場」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H27：17.7％　⇒　R2：22.6％（＋4.9％）
　「親子で地域の友だちと交流できる場」　　H27：12.2％　⇒　R2：18.5％（＋6.3％）

○

○
○

○

○

○

部会等からのご意見

課題

海外児童生徒教育相談に寄せられる内容が義務教育就学前や大学進学及び以降のキャリア
（就活）など幅広くなっており、専門相談員の対応範囲を超えるものが増加。また、学校内
でのいじめや不適応など保護者からも相談が寄せられる。
日本語指導が必要な児童生徒の増加に伴い、初期日本語集中教室の入級希望者も増加し、待
機期間が生じている。対面指導教室の増設と、遠隔型指導を受信する学校側の人的配置支援
などが課題。また、母語学習協力員は、配置基準の見直しを含め、増員と対応言語の拡充が
必要であるが、公募しても人材が集まらない。一方、令和４年度に小・中学校で受け入れて
いる帰国児童生徒数は1,566人であり、そのうち115人は、学校生活への適応指導や初歩的な
日本語の指導などが必要。帰国児童生徒教育推進校である笹島小・中学校には、非常勤講師
を配置しているが、他校にも日本語指導に当たる教員の拡充が必要。

次期計画案 外国につながる子どもとその家庭への支援

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

現行計画 外国につながる子どもとその家庭への支援

外国人労働者が増えているが、支援策を知る機会が少ない。母国語での周知やSNSなど様々
な方法で展開してほしい。
外国籍の子どもが増え、その保育ニーズも増えてきている。ニーズの洗い出しが必要。
本施策はまさしくヤングケアラーの問題で、合理的配慮ができているかどうかという視点で
見ることが重要。各部局で工夫して取り組んでいるが、それを貫く部局がなく、どこがやっ
ていくのかはっきりしない。どこが司令塔としてやっていくかが明確になるといい。

市内における日本語指導が必要な外国人児童生徒は増加傾向にあり、「NIC子ども日本語教
室」「夏休み子ども日本語教室」の受講希望者も増加。会場の収容やボランティア人数など
を調整しながら可能な限りの人数を受け入れているが、定員超過にも限度がある。学習機会
をより広く確保するため、学校教育現場や地域の日本語教室と連携を図る必要がある。

現状

18



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

19
20
○
○
○

○ 国民生活基礎調査の貧困線による子どもの貧困率
　全国　　14.0％（H30）　⇒　11.5％（R3）
　愛知県　 5.9％（H28愛知子ども調査）
　名古屋市 6.2％（H28愛知子ども調査）

○ 親が特に負担に感じる費用
　「食費」　　　　H30：36.1％　⇒　R5：51.0％（＋14.9％）
　「光熱水費」　　H30：17.1％　⇒　R5：46.6％（＋29.5％）

○ 物価高騰により子育ての経済的な負担が大きくなった親の割合
　R5：89.8％

○

○

○

○

○ なごや子ども応援委員会ではさまざまな悩みや心配を抱える子どもや親に対して、総合的に
支援することが必要である。そのためにはSCやSWWなど専門職のさらなる資質向上や幼稚園
から高等学校までの連携等の取組を進めていく必要がある。

現状

部会等からのご意見

若者の就労支援も含まれるが、若者と企業のマッチングを充実させてほしい。

施設出身者や里子の進学率にはまだ格差がある。高等学校入学準備金事業は活用されている
が、大学入学準備金がないのはつらいという声がある。施設出身者でもひとり親世帯でも使
える大学入学準備金を作る必要があるのではないか。

子どもの貧困率は改善しているものの、物価高騰等の影響により、子育ての経済的な負担が
大きくなっていることから、貧困の連鎖を断ち切るためにも、様々な支援に取り組む必要が
ある。
貧困の連鎖や経済的格差の拡大が生じることのないよう、全ての子どもたちの教育機会の確
保をしていくこと。

課題

次期計画案 子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないための貧困対策の推進
現行計画 子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないための貧困対策の推進

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

19



次期子どもに関する総合計画　施策体系と関連項目にかかる検討資料

20

○
○
○

○ 子どもを取り巻く環境に関心のある市民の割合【市政アンケート】
　H30：76.3％　⇒　R5：71.6％（▲4.7％）

○ 子ども・子育て活動に参加したことのある市民の割合【市政アンケート】
　H30：39.2％　⇒　R5：35.9％（▲3.3％）

○ 地域の人が子育てを温かく見守ってくれていると感じる子育て家庭の割合
　H30：31.5％　⇒　R5：26.7％（▲4.8％）

○

○

○

○

○

○

オムツ替えスペースが女性トイレだけにあり、男性トイレにない施設がある。男性トイレに
オムツ替えスペースがあるだけでも、それを見る人の意識が変わる気がする。

課題

アンケート結果から、子ども・若者・子育て家庭に対する市民の関心が薄れていることが伺
われるとともに、地域に見守られていると感じる子育て家庭が減っていることから、条例の
「子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する」まちから遠ざかっていると言える。

様々な制度や支援メニューを作っても、周りの人に気兼ねして、当事者が利用できない状況
があると推察される。
子育ては大変であるといった負のイメージがある。

次期計画案 子ども・若者・子育て家庭を応援する社会づくり
現行計画

関連部会
子ども・若者計画部会
子育て家庭計画部会
教育・保育計画部会

支援団体の支援者だけで支援するのが難しい状況は、ひとり親家庭の支援でも同じ。他団体
や地域、企業との繋がりがもっと作れるといい。コミュニティもどんどんできてほしい。

現状

部会等からのご意見

例えば、「子育てを通じて幸せを感じた」「子どもの成長をみて充実感を得た」保護者の割
合が増えていることなどからすれば、子育て家庭を巡る状況としては徐々によくなっている
ように思える。一方で、「地域で同じくらいの年齢の子どもを育てている友だちがいる保護
者」「地域で年齢の違う子が一緒になって遊ぶことができると感じる保護者」の割合が増え
ていないことは、地域全体で子育てを見守るような雰囲気づくりに繋がる条件には乏しいと
いうことになるか。「なごや子どもの権利条例」の内容の認知度が低いレベルにあることと
も全く無関係ではないように思われる。
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